
　株式会社　安藤・間　大阪支店

　大阪府大阪市福島区福島６丁目２番６号

　令和７年４月１日～令和８年３月３１日

①事 業 の 種 類 　０６　総合工事業

②事 業 の 規 模 　元請完成工事高　５２,２５８百万円

③従  業  員  数 　３５１人

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別紙「産業廃棄物の一連の処理の工程」のとおり

(日本工業規格　Ａ列４番)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

計   画   期   間

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

(第１面)

                                         　　　提出者

令和6年6月25日

                                           電話番号　06-6453-2190

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
　その処理に関する計画を作成したので、提出します。

                                           氏 名　株式会社　安藤・間　大阪支店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行役員支店長　飯塚　泰人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

産業廃棄物処理計画書

滋賀県知事　　殿

                                           住 所　大阪府大阪市福島区福島６丁目２番６号



産業廃棄物の種類

排出量 ｔ ｔ

産業廃棄物の種類

排出量 ｔ ｔ

①現状

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

(第２面)

産業廃棄物の分別に関する事項

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（これまでに実施した取組）

（管理体制図）

別紙「管理体制図」のとおり

②計画
（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和６年度）実績】

【目標】

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり



産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の量

ｔ ｔ

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

ｔ ｔ

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

ｔ ｔ

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

ｔ ｔ

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

ｔ ｔ

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（これまでに実施した取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

【前年度（令和６年度）実績】

②計画

【目標】

（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（令和６年度）実績】

②計画

【目標】

（今後実施する予定の取組）

（これまでに実施した取組）

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり



ｔ

ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

優良認定処理業者への
処理委託量

ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類

全処理委託量

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

（これまでに実施した取組）

（第４面）

（これまでに実施した取組）

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処理委託量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量
ｔ

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり



ｔ ｔ

優良認定処理業者への
処理委託量

ｔ ｔ

再生利用業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処理委託量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処理委託量
ｔ ｔ

※事務処理欄

（今後実施する予定の取組）

（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全処理委託量

別紙「産業廃棄物の種類と排出量」の
とおり



【第１面　産業廃棄物の一連の処理の工程】

委託処分

処理方法 最終処分
コンクリート塊アス
ファルト・コンク
リート塊

⇒収集運搬業者⇒再資源化施設 リサイクル

⇒収集運搬業者⇒再資源化施設（チップ
化、熱利用等）

リサイクル

⇒収集運搬業者⇒焼却施設（縮減） 埋立処分

⇒収集運搬業者⇒指定再生処理施設 リサイクル

⇒収集運搬業者⇒中間処理施設（脱水・固
化等処理）

リサイクル

⇒有価物回収 リサイクル
⇒収集運搬業者⇒中間処理業者（破砕・減
量化等）

リサイクル
埋立処分

⇒収集運搬業者⇒再資源化施設 リサイクル
⇒収集運搬業者⇒中間処理業者（破砕・減
量化等）

リサイクル
埋立処分

　
　　　　　　　　　　　　　　　図－3　産業廃棄物の処理フロー図

　　　　　　　　　　図－１　解体工事に伴う産業廃棄物の発生

　　　　　　　　図－２　構築物施工に伴う産業廃棄物の発生

廃棄物種類

特定建設資材廃棄物

建設発生木材

広域再生利用指定廃棄物
（廃石膏ボード、ﾛｯｸｳｰﾙ、ALC）

建設汚泥

安定型産業廃棄物
（ｶﾞﾗｽ、陶磁器くず、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属
くず等）
管理型産業廃棄物

（紙くず、繊維くず、廃油等）

解
体
工
事

【解体廃棄物の発生】
コンクリートがら
解体木材、木くず
撤去内装材、撤去機器等

【構築物の施工】
資材の加工・組み立て
機材の据付け

【建設廃棄物の発生】
がれき類、ゴムくず
ｶﾞﾗｽ及び陶磁器くず
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず
建設汚泥、
木くず、紙くず、繊維くず
その他混合廃棄物等

【特別管理産業廃棄物の発生】
廃石綿等、PCB等

資
機
材
の
購
入

仮設資機材の使用



【第２面別紙　管理体制図】

支店長
・建設副産物対策に関する支店の分野方針及び目的・目標を策定し、その推進及
び実施結果と処理実績の評価、見直しを行い、本社に報告する。

・建設副産物に関する以下の業務を行う。

①関係法令等で定められている支店に関する計画、届出及び報告書を作成する。

②建設副産物処理計画の作成、処理業者の選定等において、作業所を指導・支援
する。

③廃棄物処理の委託契約を締結し、電子マニフェストの運用に必要な情報を登録
する。

④建設副産物関連法規等の情報を作業所に周知する。

⑤作業所の実施結果と処理実績を集計・分析し、記録を保管する。

・建設副産物に関する以下の業務を行う。

①工事部門で作成された関係法令等で定められている支店に関する計画、届出及
び報告書について、とりまとめと関係行政機関に提出する。

②建設副産物関連法規等の情報を工事部門に周知すると共に、処理に関する教
育・指導を行う。

建設副産物担当者 ・建設副産物に関する土木部長、建築部長、安全環境部長の業務を補佐する。

・建設副産物の発生の抑制、再生利用の促進及び適正処理の徹底を図るために以
下の業務を行う。

①作業所の建設副産物処理計画を作成する。

②処理業者の調査・選定を行う。（必要書類及び現地の確認）

③関係法令等で定められている作業所に関する計画、届出及び報告書を作成し、
関係行政機関に提出する。

④作業所内に環境管理組織を編成すると共に、建設副産物管理担当者を決めて、
日常管理を確実に行わせる。

⑤社員及び協力会社の作業員等の教育・指導を行う。

⑥建設系廃棄物マニフェストの交付・管理、処理状況の確認を行う。

⑦実施結果と処理実績を入力・集計し、工事部門に報告する。

責任者及び管理体制図

役
　
　
　
　
　
　
割

土木部長
建築部長

ＬＣＳ事業部長

安全環境部長

作業所長
（産業廃棄物処

理責任者)

廃棄物管理体制図

支店長

安全環境部長

土木部長 建築部長 ＬＣＳ事業部長

土木作業所 建築作業所 ＬＣＳ事業作業所



現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画
（前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標）

排出量 15,857.8 t 10.0 t 171.4 t 100.0 t 2.3 t 2.0 t 593.4 t 100.0 t 0.3 t 0.5 t 12.0 t 5.0 t 18.7 t 10.0 t 3,567.3 t 2,000.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

15,857.8 t 10.0 t 171.4 t 100.0 t 2.3 t 2.0 t 593.4 t 100.0 t 0.3 t 0.5 t 12.0 t 5.0 t 18.7 t 10.0 t 3,567.3 t 2,000.0 t

優良認定処理業者への処理
委託量

0.0 t 0.0 t 161.5 t 100.0 t 0.5 t 1.0 t 585.0 t 100.0 t 0.3 t 0.5 t 0.0 t 0.0 t 18.7 t 10.0 t 3,058.7 t 1,800.0 t

再生利用業者への処理委託
量

15,857.8 t 10.0 t 117.2 t 80.0 t 1.9 t 2.0 t 276.7 t 80.0 t 0.0 t 0.0 t 12.0 t 5.0 t 7.5 t 5.0 t 3,369.7 t 1,700.0 t

認定熱回収業者への処理委
託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託量

0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t 0.0 t

これまでに実施した取組

今後実施する予定の取組

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関
する事項

・コンクリート塊、アスファルト塊、汚泥、木くず、金属くず等
・基本的な取り組みとして混合廃棄物の量を低減すべく分別に取り組んでいる

・コンクリート塊、アスファルト塊、汚泥、木くず、金属くず等
・パトロール時に保管状況を確認し、分別徹底の取組み周知を図る

金属くず

①資材の省梱包化
②再生業者への委託
③混合廃棄物排出の抑制

①保管スペースの環境整備
②資材の計画的搬入の促進
③廃棄物抑制の教育

今後実施する予定の取組

繊維くず紙くず 木くず

産業廃棄物の排出の抑制に関する事
項

汚泥 廃プラスチック
産業廃棄物の種類

現状と計画

これまでに実施した取組

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関
する事項

実績無し

予定なし

自ら再生利用を行った（行う）産業
廃棄物の量

今後実施する予定の取組

これまでに実施した取組

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は
海洋投入処分に関する事項

これまでに実施した取組

実績無し

予定なし

自ら熱回収を行った（行う）産業廃
棄物の量
自ら中間処理により減量した（す
る）産業廃棄物の量

今後実施する予定の取組

これまでに実施した取組

自らの埋立て、海洋投棄処分は行っていない。

予定なし

自ら埋立処分又は海洋投入処分
を行った（行う）産業廃棄物の量

今後実施する予定の取組

・委託基準に従って，産業廃棄物を委託できる業者を選定し，書面による契約を実施し
ている。
これまで同様に最終処分場への処分量を低減するために、再生利用率の高い業者への
委託を基本に考えるが、今後はさらに不法投棄のリスクを回避するため、現地確認を徹
底するとともに、二次処理以降の処理状況についても残容量の管理状況を含めた処理フ
ローの確認を行う。

全処理委託量

産業廃棄物の処理の委託に関する事
項

ガラス、コンクリート、
陶磁器くず

がれき類

産業廃棄物の分別に関する事項

分別している産業廃棄物の種類及
び分別に関する取組

今後分別する予定の産業廃棄物
の種類及び分別に関する取組


